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第 10 回  熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録 

 

平成27年３月６日(金曜日) 

            午後１時０分開議 

            午後１時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１）ＴＰＰ交渉に関する件 

    ① ＴＰＰ交渉の現状について 

       ② ＴＰＰ協定交渉に対する意見書の 

     提出について 

  （２）付託調査事件の調査の終了について 

 （３）その他 

――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        副委員長 藤 川 隆 夫 

                委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 吉 永 和 世 

                委   員 佐 藤 雅 司 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 渕 上 陽 一 

                委  員 早 田 順 一 

欠席委員(1人) 

        委 員 長 早 川 英 明 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企画振興部 

         部 長 島 崎 征 夫 

政策審議監 栁 田 誠 喜 

      首席審議員兼 

企画課長 小 原 雅 晶 

 知事公室 

政策調整監 白 石 伸 一 

 総務部 

人事課長 青 木 政 俊 

 健康福祉部 

健康福祉政策課長 渡 辺 克 淑 

首席審議員兼         

健康危機管理課長 一   喜美男 

医療政策課長 立 川   優 

国保・高齢者医療課長 大 塚 陽 子 

環境生活部 

環境政策課長 正 木 祐 輔 

くらしの安全推進課長 開 田 哲 生 

商工観光労働部 

総括審議員兼         

政策審議監兼         

商工政策課長 髙 口 義 幸 

産業支援課長 古 森 美津代 

企業立地課長 寺 野 愼 吾 

 農林水産部 

首席審議員兼         

農林水産政策課長 田 中 純 二 

農産課長 下 舞 睦 哉 

畜産課長 矢 野 利 彦 

林業振興課長 江 上 憲 二 

水産振興課長 平 山   泉 

土木部 

監理課長 成 富   守 

出納局 

管理調達課長 田 上 英 充 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

     政務調査課主幹 法 川 伸 二 

――――――――――――――― 

  午後１時０分開議 
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○藤川隆夫副委員長 ただいまから、第10回

ＴＰＰ対策特別委員会を開催します。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとし

ます。 

 それでは、審議に入ります。 

 まず、執行部からＴＰＰ交渉の現状につい

ての説明の後に、一括して質疑を受けたいと

思います。 

 では、説明をお願いします。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。 

 ＴＰＰ交渉につきましては、さきの安倍総

理の施政方針演説で、最終局面の環太平洋連

携協定、ＴＰＰ交渉は、いよいよ出口が見え

てきた、米国とともに交渉をリードし、早期

の交渉妥結を目指すとし、国会の場におい

て、終局が近いことに言及されました。 

 本日は、初めに、12月議会以降のＴＰＰ協

定交渉をめぐる最近の主な動きや今後のスケ

ジュールについて御説明し、これまでの県議

会の動きを御紹介した後、２月までに行われ

た交渉会合の概要を説明させていただきま

す。 

 また、本日の委員会では、ＴＰＰ政府対策

本部へ出向き、直接聞き取りを行いましたの

で、その結果等をもとに、交渉分野別の進捗

状況などを、本県で作成した資料にて御説明

させていただきます。 

 まず、資料をめくっていただき、１ページ

目をごらんください。 

 ＴＰＰ交渉をめぐる最近の主な動きについ

て御説明させていただきます。 

 １ページの中ほどですが、四角囲みの12月

の特別委員会以降の動きからですが、アンダ

ーラインをしておりますが、12月と１月に、

米国において首席交渉官会合が開催されてお

ります。 

 この２つの会合及び日米協議の結果につき

ましては、その下の段、２月16日と２月17日

に、政府による説明会が東京で開催されてお

り、この後御説明させていただきます。 

 なお、昨日３月５日から本日６日の２日間

の日程で、東京にて日米事務レベル協議が行

われており、本日午前の閣議後の甘利大臣の

記者会見において、ＴＰＰ交渉の進捗状況に

ついて尋ねられております。 

 要約いたしますと、現在、農産品目と自動

車、並行協議について最終的な詰めに向かっ

て協議がなされている、なかなか大きな進展

とまでは言えないが、残されている問題を確

認、それから、それへのアプローチについて

いろいろとアイデアを出してもらっていると

ころである、この日米協議については、３月

９日からハワイで首席交渉官会合が行われる

ので、それに合わせて引き続き議論をしてい

きたいと、記者会見で答えておられます。 

 それから、その下の行の、３月９日から、

今申し上げました首席交渉官会合が米国・ハ

ワイにおいて開催されます。この会合では、

12月と１月に行われた首席交渉官会合の後の

中間会合を含む作業部会レベルでの調整結果

などを確認し、閣僚会合が開催できるかどう

かを判断されるものと思われます。 

 その下ですが、農産品、自動車の関税等に

ついて、２国間で合意を行うための日米閣僚

級会議、また、12カ国が大筋合意を行うため

の閣僚会合について、２月24日に甘利大臣が

記者会見で言及していますが、現在のとこ

ろ、この２つの開催時期は決まっておりませ

ん。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 県議会、県の主な取り組みとして、平成22

年度からの主だった動きを掲載しておりま

す。 

 これまで、県議会におかれましては、ＴＰ

Ｐに対して、アンダーラインをしている一番

下の行ですが、前回の12月の議会を含め、計

８回の意見書を提出されています。 

 続きまして、３ページをごらんください。
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ここから資料が縦になります。申しわけあり

ません。 

 この３ページから10ページまでが、２月17

日に東京で開催された、都道府県を対象とし

た政府の説明会の資料でございます。本県か

らは、東京事務所職員が出席しております。 

 ３ページの一番下の丸のついているところ

ですが、資料１のＴＰＰ交渉については、右

の４ページ、それから、資料２、ＴＰＰ交渉

で扱われている分野とそれぞれの交渉概要

が、次の５ページから10ページまでとなりま

す。 

 それでは、４ページをごらんください。 

 昨年11月から２月に行われたＴＰＰ交渉に

ついて、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部がまと

めたものです。 

 １の交渉経緯については、まず、上から３

番目と最後の波線のアンダーラインをしてい

る、農産品と自動車の関税を扱う日米事務レ

ベル協議について説明いたします。 

 政府の担当者からは、１月14日から東京で

開催された日米事務レベル協議では、アメリ

カもまとめモードに入ってきたと感じさせる

雰囲気だったとのことですが、２月３日に終

了した事務レベル協議を経ても、まだ日米の

閣僚が協議する状況になっておらず、最低で

もあと１回の事務レベル協議、つまり同じメ

ンバーである協議が必要との説明でした。 

 次に、アンダーラインをしている、１月26

日から２月１日までのニューヨークでの首席

交渉官会合の結果を御説明します。 

 中ほどからやや下、アンダーラインをして

いる、２、ニューヨーク首席交渉官会合に記

載がありますが、全体の結果としては、一番

下のアンダーラインにありますように、進展

が見られたものの、なお議論を継続すべき困

難な課題が残されており、今後、これらの困

難な課題について、閣僚の政治判断を仰いで

交渉を妥結することができるよう、各国が最

大限努力していくとあります。 

 政府の担当者からは、ゴールが見えている

という状況は間違いないものの、知的財産と

国有企業、日米の物品交渉を中心とする市場

アクセス交渉が難しい課題を残しており、

個々の論点はまだまだまとまりそうにない状

況とのことです。 

 次に、５ページをごらんください。済みま

せん、ここからまた再び横になります。 

 ここから10ページまでの資料は、昨年６月

26日に、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部の高橋

内閣参事官を講師とし、本県が県民向けに開

催したＴＰＰ協定に関する説明会でも使用さ

れた資料が基本となっています。 

 まず、５ページで、今申し上げた６月のと

きの資料と違う点としては、ページ一番上の

四角囲みのＴＰＰに関する説明書き部分です

が、アンダーラインの非関税分野や新しい分

野を含む包括的な協定という見出しの上に、

右端に、矢印から延びる部分に縦書きで記載

しておりますが、「高い水準の自由化が目

標」という文言の記載がありましたが、今

回、この資料では削除されています。 

 これは、関税撤廃など、高い水準の自由化

という目標は残っているものの、前回も紹介

した、貿易閣僚による首脳への報告書にも記

載されています、商業的に意味のある市場ア

クセスを目指すということで、現実的に関税

をゼロにできない品目もあることから、削除

されたものと思われます。 

 ６ページをごらんください。 

 ６ページから10ページは、全21分野のう

ち、主な分野の交渉の概要が記載してありま

す。その部分につきましては説明を割愛させ

ていただき、11ページ以降の県が作成した資

料をもって説明をいたします。 

 なお、当日の説明会の雰囲気を御紹介しま

すと、冒頭から、内閣官房ＴＰＰ政府対策本

部から説明が約35分続いた後、質疑が約20分

ありました。交渉内容に関しては、牛肉の関

税を10％に引き下げるなどの具体的な数字が
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報道で飛び交ったことを受け、それに関する

質問もありましたが、これについては、この

後報告をいたします。 

 それでは、資料飛ばしまして、11ページを

ごらんください。 

 11ページから19ページまでが、県で作成し

た交渉21分野の交渉状況や情報公開等につい

てまとめた資料です。 

 前回までの当委員会では、国から提供され

た資料をもとに説明会の内容を説明しており

ましたが、交渉の進展につれ、分野別の交渉

進捗状況が複雑になってまいりましたので、

国から提供された資料や国のホームページ等

をもとに情報を整理し、今回、このような資

料を作成したものです。 

 この表は、一番上の欄ですが、左から、ナ

ンバー、これは先ほど説明しました、６ペー

ジの21分野の表に対応しております。次に、

交渉分野、その概要、進捗段階です。 

 この進捗段階は、昨年11月10日に公表され

た貿易閣僚の首脳への報告において、ＴＰＰ

政府対策本部の渋谷内閣審議官が説明すると

ころの５段階評価のうち、合意、合意近し、

進展、作業中、難しいを番号で記入してあり

ます。詳細は、各ページの最下段に記載して

おりますので、御参照ください。 

 そして、次の欄は、交渉の進捗状況等とし

て、政府のホームページの掲載資料などを抜

粋しております。 

 そして、一番右側の欄ですが、２月９日に

行った政府対策本部への聞き取りの結果を踏

まえて作成しております。 

 これは、２月17日の国の説明会に先立ち、

２月９日に私が直接内閣官房ＴＰＰ政府対策

本部に出向き、矢田内閣参事官に面会した結

果について御紹介するものです。 

 それでは、分野ごとに主なものを御説明い

たします。 

 まずは、11ページの１の物品市場アクセス

ですが、農産品の重要５項目を含んでおりま

す。括弧内に市場アクセスと記載しておりま

すが、これについては、全体でルールを決め

るほかに、並行して２国間交渉を行っている

分野という意味で、この物品市場アクセスの

ほか、投資、サービス分野も該当しておりま

す。 

 次に、進捗段階の平成26年11月という欄を

ごらんください。 

 物品市場アクセスは、３番目の進展という

評価でしたので、③と記載しております。た

だし、その後、５段階評価でどのくらい進展

があったかという説明はありませんでしたの

で、その右の欄には横線、ダッシュを入れて

おります。 

 その右の交渉の進捗状況等の欄について

は、テキスト、これは協定の条文の意味です

が、アンダーラインにありますように、輸出

補助金も含め、論点が残っており、市場アク

セス交渉次第ということのようです。 

 次に、その下、日米の農産品、自動車分野

の交渉状況については、２月３日の大江首席

交渉官代理の記者会見から引用しておりま

す。 

 アンダーラインにあるように、進展してい

るが、事務レベルでやるべきことが残ってい

るということで、先ほど御説明しましたよう

に、あと１度事務レベルの協議が必要という

ことでしたが、日米の事前の準備が整ったこ

とから、きのうからこの協議が東京で行われ

ているということになっております。 

 右端の欄は、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部

からの聞き取り結果を記載しております。 

 上から２番目の小さな黒ポツですが、日米

で合意した関税率削減などの内容が、他国に

も適用されるのかと尋ねましたが、現在も２

国間で交渉中であり、全体で議論できておら

ず、アンダーラインにありますように、基本

的にばらばらになることにはならないが、ま

た、全て同一にもならないのではないかとの

ことでした。 
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 最後に、４つ目の黒ポツになりますが、米

国以外の国との２国間交渉の進捗状況につい

ては、３段階あり、①終わりそうな国、②片

づいてきている国、③おくれている国が、そ

れぞれ数カ国ずつあるということでございま

した。 

 それでは、12ページを飛ばして、13ページ

をごらんください。 

 ２つ飛ばしまして、一番下の８の知的財産

については、昨年11月の段階では、最も複雑

で困難な分野とされておりましたが、依然難

航している模様で、交渉の進捗状況等の欄に

ありますように、論点のパッケージづくりが

終わっていない、つまり、まだ調整案が１つ

に絞られておらず、ワーキングレベルでの調

整が必要な段階ということのようです。 

 それでは、14ページをごらんください。 

 一番上の競争政策について御説明します。 

 競争政策では、その中で、国有企業の取り

扱いが難航しているとされてきましたが、進

捗段階にあるように、Ｈ26.11月には、まだ

５段階評価で下から２番目の作業中という評

価でした。それが、12月の首席交渉官会合に

おける政府のブリーフィングでは、進展と説

明されました。 

 ただし、進捗状況等の欄のアンダーライン

にありますように、個別企業をどうするかと

いう問題はそのまま残っている、ワーキング

レベルでの調整を引き続き行うとの説明があ

っています。 

 次に、10の越境サービスですが、混合診療

の解禁や営利企業の医療参入が協議項目とし

て上がっているかという質問を行いました

が、回答としては、アンダーラインにありま

すように、政府ホームページを更新していな

いのであれば、ないという説明がありまし

た。 

 資料には掲載しておりませんが、政府ホー

ムページには、米国の政府関係者からは、い

わゆる混合診療を含め、民間の医療サービス

提供者を認めることを要求するものではない

という旨の発言がこれまでもなされています

との掲載があります。 

 それでは、15ページを飛ばして、16ページ

をごらんください。 

 16ページ、一番上の15の投資については、

一番右の欄のアンダーラインにあるように、

ＩＳＤＳ絡みの論点が政治的論点、つまり閣

僚で判断するべき論点であるようです。 

 資料には掲載しておりませんが、２月17日

の説明会で、大きな山を越えているが、最後

の整理をしているとの説明があっておりま

す。 

 次に、16の環境ですが、資料には掲載して

おりませんが、２月17日の説明会では、残さ

れた論点について、関係国だけで調整が進め

られているということで、これについては、

個別に特定の国同士で議論すれば調整できる

と整理されたのではないかとの説明がありま

した。 

 進捗段階の欄にアンダーラインをしており

ますが、12月の首席交渉官会合における政府

ブリーフィングにおいて、５段階のうち、上

から２番目の合意近しまであと一歩という紹

介がされております。  

 それでは、17ページを飛ばして、18ページ

をごらんください。 

 交渉21分野の説明は終わりますが、下の行

のその他の欄をごらんください。 

 ＴＰＰに関する情報公開について御紹介し

ます。 

 交渉の進捗状況の部分のアンダーラインに

ありますように、交渉の具体的内容に関する

情報については、秘密にしなければならない

こととされていますと、安倍総理による答弁

を掲載しております。 

 右の欄には、政府内での情報公開に関する

記事についての質問をしましたが、渋谷内閣

審議官が心がけているという３原則が紹介さ

れました。 



第10回 熊本県議会 ＴＰＰ対策特別委員会会議記録（平成27年３月６日） 

 - 6 - 

 アンダーラインの３点ですが、①合意した

など明らかな誤報は、公の場で発信をする、

②交渉している相手方の提案等については、

国際常識として言うべき話ではない、③内々

に検討中の内容については、作戦そのもので

あり、相手国に漏れることがあってはならな

い、真偽はともかく、コメントしないとされ

ております。 

 資料に記載はしておりませんが、２月17日

の説明会においては、最近の報道状況につい

て質問がありました。 

 政府の渋谷内閣審議官からは、最近の報道

は何々という案が浮上などと書かれており、

いわゆる憶測記事であり、そういうことを言

っている人が一人でもいれば、事実誤認とは

言えないので、こちらも誤報とは断定しにく

い状況、だからといって記事が正しいとは思

わないでほしい、ＴＰＰ交渉の場合は、一つ

一つ合意して積み上げていくというより、ま

さに行ったり来たりである、パッケージだか

ら何も決まっていないという言い方は、建前

で言っているわけではないとの説明がありま

した。 

 次の小さな黒ポツですが、大筋合意した後

の情報提供についてですが、これについて

は、アンダーラインにありますように、矢田

内閣参事官は、12カ国が話し合って決めるの

ではないかとのことです。 

 資料には掲載しておりませんが、公表の内

容は、それなりの内容になるのではないかと

思っているとのことでした。 

 それでは、19ページをごらんください。 

 次に、ＴＰＰ妥結後の国内対策についてで

すが、安倍総理は、昨年の段階ですが、アン

ダーラインにありますように、国内対策に言

及することは時期尚早と述べております。 

 なお、その下に参考として、国内対策のベ

ースとなる影響試算を含む経済効果分析を行

うため、政府本部は、平成27年度の当初予算

に9,400万円を計上しております。ただし、

大筋合意をしてから、経済効果がいつ発表さ

れるかについては、明らかにされておりませ

ん。 

 その点について、矢田内閣参事官からは、

平成25年３月の政府統一試算の前提である関

税の即時撤廃がされるわけでなく、アンダー

ラインにありますように、合意した内容をＧ

ＴＡＰモデルに入れる必要があり、国際機関

が計算を行うため、大筋合意後にすぐできる

ものではないとの説明がありました。 

 資料の説明は以上でございます。 

 今後については、冒頭、今後のスケジュー

ルでも紹介いたしましたが、農産物、自動車

に関する日米２国間の閣僚級会議において合

意ができるか、また、今月に行われる首席交

渉官会合の結果を受け、12カ国全体の閣僚会

合がいつ開催され、大筋合意の政治判断がで

きるかというところが焦点であると考えられ

ます。 

 執行部といたしましては、昨年度の特別委

員会設置以来、情報収集に努め、交渉の進捗

状況などを御説明させていただきましたが、

引き続き、県議会の皆様とも連携しながら、

ＴＰＰ交渉に係る情報収集や政府に対する要

望活動等を行ってまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

○藤川隆夫副委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたので、これより質疑に入り

ます。 

 何か皆さんからありませんでしょうか。よ

ろしいですか。 

 

○松岡徹委員 さっき課長が説明した中で、

４ページの一番下のアンダーラインのところ

を説明されて、ゴールが見えているが何とか

という、その後のところをもう一回ちょっと

済みませんけれども。 
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○藤川隆夫副委員長 これは、ニューヨーク

の首席交渉官会合の部分ですかね。 

 

○松岡徹委員 そうです。 

 

○小原企画課長 政府の担当者からは、ゴー

ルが見えている状況は間違いないもののとい

うところでございますか。 

 知的財産と国有企業、日米の物品交渉を中

心とする市場アクセス交渉が難しい課題を残

しており、個々の論点はまだまだまとまりそ

うにない状況であるということでございま

す。 

 

○松岡徹委員 それで、結局は知的財産と

か、そっちのほうがまだ残っていると。で、

ゴールが見えてきているということは、いわ

ゆる主要５品目ですね、農産物、それから自

動車、そういうのはクリアしているというこ

とに受け取れるわけですね。 

 

○小原企画課長 こちらの発言に関しては、

これは12カ国の、ＴＰＰ参加国全体の交渉の

状況でございまして、今の委員がおっしゃら

れた農産品と自動車に関しては、日米協議で

の協議でございます。そちらについては、冒

頭申し上げたように、なかなか今まだ交渉が

進んでないという状況でございます。 

 

○松岡徹委員 それで、結局、重要５品目の

問題でも、説明できないということに、正式

には言われるけれども、実際上は、例えば１

月27日に甘利ＴＰＰ担当大臣が、米国産米の

輸入拡大については避けて通れぬと示唆した

というふうに発言したというのが報道された

り、それから、全米豚肉生産協議会の声明で

は、豚肉について、日本の提案で新たな進展

があったと、こういうようなことが報道され

たりしているわけですね。 

 それから、米については、今ミニマムアク

セス米が77万トンだけれども、そのうちアメ

リカ産が36万トンなんですけれども、あと特

別枠で５万トンとかね。牛肉は、38.5％を段

階的に９％にするとか。 

 豚肉の場合も、1971年に豚肉の輸入自由化

になったときに、輸入豚肉が基準値以下で出

回らないように、いわば制限規定があるわけ

ですけれども、そういうのも撤廃を求められ

ているとか。 

 まあ、正確には、３つ中身がある中で、３

番目を撤廃して、１、２は緩めるとかいうこ

とのようだけれども、そういうのがどんどん

どんどん一方では報道されて、しかし説明は

できませんというようなことで、このＴＰＰ

交渉というのは、本当にこれは党派を超えて

不透明かつきわまりないし、私は、繰り返し

申し上げておりますけれども、やっぱり国会

決議に照らして即時撤退すべきだということ

を重ねて申し上げておきたいと思います。 

 

○藤川隆夫副委員長 それ以外には、先生方

から何か質疑はありませんでしょうか。 

 

○松田三郎委員 今の松岡委員の御質問にも

若干関連しますけれども、小原課長の説明の

18ページですね。情報公開。 

 これは、後ほど審議されるであろう意見書

案とも若干関連をいたしますけれども、何か

わかったようなわからぬような基準を、渋谷

何とか官ですか、おっしゃったわけでしょう

けれども、確かに報道が全て間違いとも言え

ませんし、全て正確とも言えない。特にこの

ＴＰＰに関しては、今いろいろな情報も錯綜

していると。 

 ただ、懸念として、アメリカ側には、豚肉

生産協議会と書いてありますが、こういった

団体に――まあ、これはかつてこの委員会で

も議論になりましたけれども、何か誓約書を

とって一部業界団体に情報公開するというよ

うな場合もあるらしいとか、これも真偽のほ
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どはわかりませんけれども、例えばこの豚肉

協議会に対しては、そういうのがあったか

ら、まあそれに近いことがあったから報道が

あったんだと思います。 

 それで、この資料の１ページに、都道府県

向けが17日、その前日に業界団体向けという

のが書いてありますけれども、これは多分同

じような説明だったのかなとは思い――把握

なさっている範囲で結構でございますけれど

も、同じような資料を使っての説明だったの

かどうかというのが１点と、これはもうちょ

っと何か、聞き取りした方はいらっしゃらな

いかもしれませんけれども、情報公開の３つ

の基準というのが何かようわからぬような感

じがしますけれども、もうちょっと詳しく何

か説明していただければ。 

 

○小原企画課長 業界向けの資料について

は、同じもので説明があってございます。 

 それと、情報公開について、渋谷審議官の

基準についてですが、１番目の合意したな

ど、明らかな誤報は公の場で発信するという

意味は、誤報ということで、これは間違いで

あるとはっきり申し上げるというような意味

でございます。 

 それから、２番目については、交渉してい

る相手方、残り11カ国の状況については、そ

の国の情報なので、常識としてはコメントを

しないということでございます。 

 ３番目については、今いろいろ数値が出て

おりますけれども、それらについても、全く

政府からはそれについてはコメントをしない

ということでございます。 

 

○松田三郎委員 まあ、わかったようなわか

らぬような話で、その２番目の国際常識とし

て言うべき話ではないというのが、まあ国際

的なある程度の常識なんでしょうけれども、

渋谷何とかさんのお考えも含めてかもしれま

せんけれども、実際そうじゃないようなとこ

ろも出てきているのかなと、アメリカの対応

は。 

 ただ、非常にこういう表現だと縛りが弱い

のかなとも思いますけれども、大もとはかな

り厳しいような制約もかかっているというこ

とも聞きますので、また……いいです。 

 

○藤川隆夫副委員長 わかりました。 

 ほかにはありませんか、質疑。 

 

○村上寅美委員 企画部長に、この内容につ

いては、５品目という形で、強力に言って？

まだ妥結しとらぬけど、妥結しようとしまい

と――妥結すると思うたいね、いずれタイム

リミットで。妥結した後、我々の農業問題

を、この問題に５品目がのまれたから、ああ

よかったと、万歳と言うわけにはいかぬと思

うのよね、国内農業はあるいは国内漁業は。

だから、これは妥結の前提――前提と言うと

いかぬけど、まあ前提と言ってよかろう。し

ても、この農林水産としての、国内農業に対

する施策は、情報は何かもらっている。農業

かどこか知らぬけど、そういうところはどう

いうふうに進んでいるの。 

 こればっかり見とって、こうしたからこが

んするんじゃなくて、これは前提としてあろ

うとなかろうと、やっぱり農林水産の問題と

いうのは、これは知事も言っているけど、成

長産業に持っていこうとするなら、当然国も

県もそういう施策を打たなきゃいかぬわな。

プロジェクト何カ年計画かどうなのか、どう

するのかと。 

 一時金をぽんと入れても、２～３年は飯が

食えるかもしらぬけど、あとの農業が継続が

できないというようなことになりかねないわ

けよ。北海道と九州は厳しいですよ、北海道

と九州は。九州は、福岡を除いては全部農林

水産県ですから。だから、これがあろうとな

かろうと、国内をどういうふうに育成するか

ということが全然見えてこない。ただ、総理
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も、輸出をするとか、言葉は非常にいいけ

ど、じゃあそれで全般的に農業をする人たち

が潤うかと。そんなもんじゃないでしょう。

目玉の大売り出しにもならぬ。 

 だから、抜本的に農業の担い手を初め、担

い手を育成するためのという、そういう施策

はあってしかるべきだと思うんだよな。これ

は農業かな。農業で言わなんかな。その辺の

見えてきていることがあったら教えてほしい

と思うんだけどな。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 村上先生から、まずは国内対策は見えてい

るかというお話がありました。 

 これについては、18ページで、首相が答弁

しておりますとおり、今交渉中ですので、Ｔ

ＰＰについての国内対策を言うのは、まだ時

期が早いというところでございます。 

 ただ、今委員がおっしゃったとおり、ＴＰ

Ｐ交渉があろうとなかろうと、強い農林水産

業をつくらないといけないというのは非常に

大事なお話で、これにつきましては、国のほ

うも、地域の活力創造プランというのをつく

りまして、どういう方向に持っていくかとい

うのを、昨年度出しております。それに基づ

きまして、例えば６次産業化とかあるいは農

地の集積とか、要は強い農林水産業をつくる

ための取り組みを、そのＴＰＰのあるなしに

かかわらず、今進めているというところでご

ざいます。 

 県につきましても、稼げる農林水産業とい

うことで、国に先行する形で強い農林水産業

をつくるということが、これが国際競争にも

耐え得るということで、内外の環境変化にも

耐え得るということで、現在、それを加速化

したいというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員 わかったごつしてわからぬ

ばってんが、強い農林水産業をつくるという

ような形だけど、それが継続性で、例えば担

い手対策として、これはまず価格形成からし

ても、輸出とかいろいろ言っているけど、ご

く一部は行くかもしらぬけど、やっぱり日本

農業の安定につながるような政策が必要と思

うんだよね。 

 だから、そのためには、やっぱり一番、誰

が農業するのかということになれば、企業の

農業参入、いろいろ言っても、やっぱり農家

が安定生産ができるようなやり方のスパンと

いうのを、長期的に、３年、５年じゃなく

て、10年なら10年区切りぐらいでやってくれ

ないと、今担い手の平均が幾つですか。65な

んか言っているでしょう。だから、急いで基

盤整備なんかもしないと、働けぬですよ。農

家の基盤整備なんかを急いでやらないと。 

 そういう大きな視点の幾つかを、これに対

抗するために、国内農業としてはこういうこ

とをやるんだと、これを長期的にやる、それ

に年次予算化していくというような、これが

欲しいのよね。作文はようでけとるばって

ん。 

 

○田中農林水産政策課長 例えば、交渉に伴

う国内対策の面ですけれども、前回、ウルグ

アイ・ラウンドが平成５年にありましたけれ

ども、その例を引きますと、12月にその合意

がありまして、翌年の12月に国会で承認を受

けております。 

 当然、その承認を受ける前には、国内対策

として対策大綱というのができまして、これ

が６兆円規模ということで、その対策につい

ては、恐らく、ここは私の推測ですけれど

も、今回のＴＰＰについても、大きな対策あ

たりが出るんではないかと思います。 

 ただ、現在はまだ交渉中ですので、その前

に強い体質づくりということで、今委員がお

っしゃったとおり、例えば基盤整備を含むよ
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うな、しっかりした対策をとっていかなけれ

ばいけないということで、これについては、

あくまでもＴＰＰ対策というような名前は出

ていませんけれども、徐々にそういうような

政策も見えているというところでございま

す。 

 

○村上寅美委員 もう要望でいいですけど

ね、これは、ここで結論出してどうこうじゃ

ないけど、国のほうに強く、本当に担い手育

成を中心に――やっぱり５品目だけじゃ飯は

食えないですよ。５品目が妥協しようとしま

いと。コストが違うから、アジアとは。だか

ら、国際競争もいいけど、まず、やっぱり食

料自給率の50％ということをうたっているわ

けだから、それに対して、本当にやっぱり国

も取り組んでもらいたいということを要望し

ておきます。 

 

○藤川隆夫副委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 なければ、質疑はこれ

で終了いたします。 

 次に、ＴＰＰ協定交渉に対する意見書の提

出について御審議をお願いします。 

 お手元に意見書(案)をお配りしております

ので、御一読願います。 

 読み上げるですか、読み上げぬですか。い

かがですか。一読でよろしいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 それでは、前回12月議

会において、米や豚肉・牛肉、乳製品などの

重要５品目の聖域の確保を最優先し、それが

できないと判断した場合は脱退も辞さないと

いう趣旨の衆参両院の農林水産委員会におけ

る決議の遵守を求める意見書を可決いただき

ました。 

 さきの安倍総理の施政方針演説において

は、最終局面の環太平洋連携協定、ＴＰＰ交

渉は、いよいよ出口が見えてきたとされ、こ

れを受け甘利大臣も、最終コーナーを回った

と発言しています。 

 こうした動きも踏まえ、妥結に向けて交渉

はいよいよ大詰めを迎えていくものと考えら

れます。 

 なお、アメリカでは、ＴＰＡ、貿易促進権

限法の成立に向け、オバマ大統領が早期の取

得を呼びかけています。 

 これについては、全米豚肉生産者協議会

が、日米協議に重要な進展があったとした上

で、ＴＰＡを議会が承認するよう求めたとの

報道がありましたが、仮にアメリカの利害関

係者が交渉の進展を把握しているのであれ

ば、日本国内における情報公開とバランスを

欠いているのではないかと懸念しています。 

 政府においては、安倍総理の強いリーダー

シップのもと、国益にかなう最善の道を目指

し、全力で交渉に当たっていただいているも

のと思っておりますが、多くの県民、とりわ

け農林水産業者が抱えている不安を取り除く

ためにも、情報公開を徹底し、さきの衆参農

林水産委員会における決議を遵守し、国益を

守り抜くよう、改めて政府に対し意見書を提

出したいと考えております。 

 それではまず、本委員会から４度目となる

意見書を提出することについて、皆さん方の

御意見をいただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 内容については、意見

書(案)のとおりでよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 それでは、この意見書

を議長に提出したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 御異議なしと認めま

す。よって、意見書を議長に提出いたしま

す。 
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 次に、本委員会に付託された調査事件の終

了についてお諮りいたします。 

 本委員会は、今回をもちまして付託調査事

件の調査を終了し、熊本県議会会議規則第84

条に基づき、議長に報告することとしてよろ

しいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 異議なしと認めます。

そのようにいたします。 

 次に、その他に入りますが、何かございま

せんでしょうか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○藤川隆夫副委員長 なければ、審議を終了

いたします。 

 本日は、最後の委員会でありますので、早

川委員長にかわって、一言御挨拶をさせてい

ただきます。 

 本当にこの１年間、早川委員長を初め、委

員の皆様には御協力をいただき、無事何とか

１年、役目を果たすことができたと考えてお

ります。委員の皆様方には、心より感謝を申

し上げます。 

 また、あわせまして島崎企画振興部長を初

め、執行部の皆さんにおかれましては、なか

なか情報が出ない中、苦労されながら情報収

集に努められ、そしてこの委員会で審議をし

てまいりましたけれども、本当に御礼申し上

げたいと思います。御苦労さまでございまし

た。 

 本委員会は、平成25年６月に設置され、以

来約２年間にわたってＴＰＰ交渉に関する件

を付託調査事件として審議してまいりました

が、これまで、政府に対して３度意見書を提

出し、今回、４度目の意見書を可決いただき

ました。委員会としての役割を、十分に果た

せたかというと、ちょっとそうでもないよう

な気もしますけれども、まあ現時点において

は果たせたものと思っております。 

 最後に、各委員並びに執行部の皆様方の今

後ますますの御健勝、御活躍を祈念いたしま

して、本委員会最後の挨拶とさせていただき

ます。 

 この１年間、本当にありがとうございまし

た。お世話になりました。(拍手) 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午後１時39分閉会 
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